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高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定事務

福祉部 介護保険課

 市が、老人福祉法及び介護保険法に基づき、３年を１期として作成する法定計画です。

 基本理念の実現を目指し、令和９年度～令和１１年度を計画期間とする「第１０期高齢

者福祉計画・介護保険事業計画」の策定に向けた検討を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

第10期計画策定のアンケート調査の考え方 検討

9月
10

月

11

月

高齢者福祉計画・介護保険事業計画連絡調整会議 庁内調整・会議
高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会 審議会



あり

・介護保険法

第１１７条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険

事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」とい

う。）を定めるものとする。
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高齢者福祉計画・介護保険事業計画の進行管理事務

福祉部 介護保険課

 市が、高齢者福祉計画・介護保険事業計画の年度ごとの事業の進捗状況等を管理し、

茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会に報告し、意見聴取を行い、基本

方針に基づく推進と、計画の実現に向けた取組を確認します。

 進捗状況の管理の過程においては、ＰＤＣＡサイクルに基づく検証を行い、実効性のあ

る進行管理を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

高齢者福祉計画・介護保険事業計画連絡調整会議 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

事務担当課への照会・回答 事務作業全般
計画の評価作成 事務作業全般

高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進委員会 審議会



あり

・介護保険法

第１１７条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険

事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」とい

う。）を定めるものとする。
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介護保険低所得利用者対策事業

福祉部 介護保険課

 介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等は、その社会的な役割に鑑み、低所得で

生計が困難である者及び生活保護受給者の利用者負担を軽減することにより、介護保険

サービスの利用促進を図るものとされています。

 市は、利用者負担の軽減対象となった低所得者等に確認証を発行するとともに、それら

の対象者への利用者負担軽減額が一定割合を超えた社会福祉法人等へ、補助を行っていま

す。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

利用者負担額軽減制度事業に係る調査 統計調査・集計

9月
10

月

11

月

市民からの申請受付 申請等受付
審査、確認証発行 事務作業全般

在宅福祉事業費補助金申請及び変更申請 事務作業全般
在宅福祉事業費補助金当初交付決定及び変更交付決定 事務作業全般



あり

〇低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について（平

成１２年5月1日付け老発第４７４号厚生省老人保健福祉局⾧通知）

 別添２

 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減

制度事業実施要綱

１ 目的

 低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を

行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することによ

り、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものである。
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地域密着型サービスの整備（事業者選定等）

福祉部 介護保険課

 市は、これまでも、要介護等の認定を受けている方が、できる限り住み慣れた自宅又は

地域で生活を継続できるようにするため、必要なサービスの整備を進めてきました。

 令和６年度から８年度を計画期間とする第９期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業

計画におきましても、同計画で設定した（介護予防）地域密着型サービスの整備目標に則

り、（介護予防）地域密着型サービス事業所の整備を行うため、事業者の公募・選定等を

実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

公募 事務作業全般
事業者選定 事務作業全般



あり

〇指定地域密着型サービス事業者の指定

第七十八条の二 第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところによ

り、地域密着型サービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う

事業にあっては、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入

所定員が二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者)の申請によ

り、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サー

ビス事業を行う事業所(第七十八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、以下

この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村⾧がその⾧である

市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービスに係る指定にあっては、当該市

町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被

保険者を含む。)に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の

支給について、その効力を有する。

６ 市町村⾧は、第一項の申請があった場合において、次の各号(病院又は診療所により行

われる複合型サービスに係る指定の申請にあっては、第一号の二、第一号の三、第三号の

二及び第三号の四から第五号までを除く。)のいずれかに該当するときは、第四十二条の二

第一項本文の指定をしないことができる。

四 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護につき第一項の申請があった場合において、当該市町村又は

当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十七条第二項第一号の規定により当該市町

村が定める区域とする。以下この号及び次号イにおいて「日常生活圏域」という。)におけ

る当該地域密着型サービスの利用定員の総数が、同条第一項の規定により当該市町村が定

める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域における当

該地域密着型サービスの必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業

者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村介護保険事

業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき。 等

〇介護保険法 第７８条の１３（公募指定）

〇介護保険法 第７８条の１４

〇介護保険法 第７８条の１５（公募指定の有効期間等）

〇介護保険法 第７８条の１７（公募指定に関する読替え）

〇介護保険法 第１１５条の１２（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定）

〇介護保険法 第１１７条（市町村介護保険事業計画）

〇介護保険法 第１１８条（都道府県介護保険事業支援計画）
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施設・居住系サービスの整備に関する事務

福祉部 介護保険課

 市は、これまでも、要介護等の認定を受けている方が、介護保険施設等に入所して日常

生活上の支援や介護が受けられるようにするため、必要なサービスの整備を進めてきまし

た。

 令和６年度から８年度を計画期間とする第９期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業

計画におきまして、施設・居住系サービスの新規整備は行いませんが、サービスの指定更

新に係る意見書の作成等において県と連携し必要な事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

運営事業者の更新に伴う意見書の提出 事務作業全般



あり

〇介護保険法

(指定居宅サービス事業者の指定)

第七十条 第四十一条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅

サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に

係る居宅サービス事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに

行う。

２～３ 略

４ 都道府県知事は、介護専用型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設に入居して

いる要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第一項

の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二

項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護専用型特定施設入

居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数

の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計

画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び

地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又

は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の

当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、

第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。

５ 都道府県知事は、混合型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設以外の特定施設

に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)に

つき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百

十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における混合型特定

施設入居者生活介護の推定利用定員(厚生労働省令で定めるところにより算定した定員をい

う。)の総数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援

計画において定めるその区域の混合型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数に既に

達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認め

るとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがある

と認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。

６ 都道府県知事は、第四十一条第一項本文の指定(特定施設入居者生活介護その他の厚生

労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る。)をしようとするときは、関係市町村⾧

に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の

第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求

めなければならない。

７～１１ 略
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介護保険事業特別会計繰出金・一般会計繰出金

福祉部 介護保険課

〇介護保険事業特別会計繰出金

 市区町村は、介護保険に関する収入及び支出を適切に経理し、制度を安定的に運営する

ため、介護保険法に基づき、介護保険事業特別会計を設けなければなりません。

介護保険の財源は、介護保険料が５０％、国、県、市の公費負担が５０％という割合を基

本としています。

 市では、このうち法令等により負担を義務付けられた費用について、一般会計から介護

保険事業特別会計への繰り出しを行っています。

〇一般会計繰出金

 一般会計において、重層的支援体制整備事業（地域介護予防活動支援事業・地域包括支

援センター運営事業・生活支援体制整備事業）を実施するにあたり、介護保険事業特別会

計が負担すべき額について、介護保険事業特別会計から一般会計への繰り出しを行ってい

ます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

介護保険事業特別会計から一般会計への繰出額を算出 事務作業全般

9月
10

月

11

月

前年度決算額の算出 事務作業全般
一般会計から介護保険事業特別会計への繰出額を算出 事務作業全般

繰出に係る財務処理 伝票処理・契約事務



あり

○介護保険法

(保険者)

第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとす

る。

２ 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところ

により、特別会計を設けなければならない。

(市町村の一般会計における負担)

第百二十四条 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付

及び予防給付に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。

２ 第百二十一条第二項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の

額について準用する。

３ 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活

支援総合事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。

４ 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、特定地域支援事業支

援額の百分の二十五に相当する額を負担する。

（市町村の特別会計への繰入れ等）

第百二十四条の二 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、所得の少ない

者について条例に定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第一号被保険者に係

る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介

護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

〇社会福祉法

(市町村の一般会計への繰入れ)

第百六条の十 市町村は、当該市町村について次に定めるところにより算定した額の合計

額を、政令で定めるところにより、介護保険法第三条第二項の介護保険に関する特別会計

から一般会計に繰り入れなければならない。

一 第百六条の八第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額の百分の五十五

に相当する額から同条第二号の規定により算定した額を控除した額

二 第百六条の八第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額に百分の五十か

ら第二号被保険者負担率を控除して得た率を乗じて得た額に相当する額
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介護保険事業特別会計の全般的事務

福祉部 介護保険課

〇介護保険の財源は、介護保険料が５０％、国、県、市の公的負担が５０％という割合を基本

としています。このうち、公的負担にあたる国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会

計繰入金に係る申請・管理・精算等の事務を着実に行い、必要な財源の確保に努めます。

〇介護保険サービスの利用者負担の割合を示す「介護保険負担割合証」を交付します。利用者

負担の割合は、被保険者の前年度の所得状況により１割、２割又は３割があります。

〇介護予防・日常生活支援総合事業の、サービスA（第1 号事業の一部）に従事できる人材を

育成する研修を企画・開催します。研修の種類は、生活援助員として訪問型サービスAに従事

できるようになる生活援助員研修と、訪問型サービスAのサービスA提供責任者、又は通所型

サービスAのサービスA管理者として従事できるようになるサービスA担い手研修の２種類があ

り、いずれも「茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会」への委託により、実施しています。

〇年金収入等が少ない方の利用者負担を軽減するため、「介護保険負担限度額認定証」を交付

します。介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医

療院）に入所したり、短期入所（ショートステイ）サービスを利用したときは、サービス費用

の1割、2割又は３割に加え、「食費」・「居住費（滞在費）」が利用者負担となります。「食

費」・「居住費（滞在費）」の額は、施設と利用者との契約で決まりますが、年金収入等の少

ない方については、保険者である市へ申請することにより、「介護保険負担限度額認定証」を

交付され、助成（補足給付）を受けられる場合があります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

③茅ヶ崎市介護予防・日常生活支援総合事業担い手研修 市民等向け研修・講座

9月
10

月

11

月

①国庫支出金、支払基金交付金、県支出金、一般会計繰入金 伝票処理・契約事務
②介護保険負担割合証 通知等発送

④負担限度額認定申請受付 申請等受付
④負担限度額認定申請審査 事務作業全般
④負担限度額認定申請審査結果通知 通知等発送
④負担限度額認定更新申請受付 申請等受付
④負担限度額認定更新申請審査 事務作業全般
④負担限度額認定更新申請審査結果通知 通知等発送
④負担限度額に係る市民等からの問い合わせ 相談・問合せ対応



あり

①介護保険法

(国の負担)

第百二十一条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する

費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負

担する。等

②介護保険法

（一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額）

第四十九条の二 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定

める額以上である要介護被保険者（次項に規定する要介護被保険者を除く。）が受ける次の各号に

掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分

の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。

一 居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条 第一項、

第四項及び第六項

二 特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第三項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六

項

三 地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四

項及び第六項

四 特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四

項及び第六項

五 施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項

六 特例施設介護サービス費の支給 前条第二項

七 居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四項及び第七項

八 居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項

２ 第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額

を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当

該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百

分の七十」とする。等

④介護保険法

(特定入所者介護予防サービス費の支給)

第六十一条の三 市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌

して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第一項に

おいて「特定介護予防サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者(以下この条及

び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護予防サービスを行う指定介護

予防サービス事業者(以下この条において「特定介護予防サービス事業者」という。)における食事の

提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費を支給する。た

だし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指

定に係る種類以外の特定介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。

 一 介護予防短期入所生活介護

 二 介護予防短期入所療養介護



1 ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

介護保険事務処理システム改修事業

福祉部 介護保険課

 介護保険法関係法令の改正に対応し、事務処理を適正に行うため、業務で使用する介護

保険事務処理システムの改修を適宜実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

介護保険事業費補助金交付申請 事務作業全般

9月
10

月

11

月

前年度の介護保険事業費補助金実績報告 事務作業全般
介護保険事業費補助金について国からの内示 事務作業全般

介護保険事業費補助金国庫請求 事務作業全般
システム改修に係る関係機関との調整 事務作業全般



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11
12
13
14
15

賦課徴収事務

福祉部 介護保険課

 介護保険法に基づき、６５歳以上の第１号被保険者に、所得や世帯の状況に応じた介護

保険料を賦課し、徴収を行います。

保険料の滞納がある方には、督促状の送付や財産の差押え等の滞納処分を行います。

 また、災害など特別な事情で介護保険料を納付することが難しい方には、納付相談や保

険料の減免制度のご案内を行っています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

介護保険料納入通知書（決定通知書）の送付 通知等発送

9月
10

月

11

月

６５歳到達者（第１号被保険者資格取得者）への通知 通知等発送
第１号被保険者への賦課 事務作業全般

仮算定に関する事務 事務作業全般
本算定に関する事務 事務作業全般
保険料減免に関する事務 相談・問合せ対応
第１号被保険者への徴収 事務作業全般
滞納処分（督促状の送付）に関する事務 通知等発送
滞納処分（催告状の送付）に関する事務 通知等発送
滞納処分（差押え）に関する事務 事務作業全般



あり

・介護保険法第百二十九条(保険料)

市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含

む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

２ 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるとこ

ろにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

・介護保険法第百三十条(賦課期日)

保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。

・介護保険法第百三十一条(保険料の徴収の方法)

第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収（～（省

略）～）の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。

・介護保険法第百四十二条(保険料の減免等)

市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又

はその徴収を猶予することができる。

・介護保険法第百四十四条（滞納処分）

市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一

条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

・地方自治法第二百三十一条の三(督促、滞納処分等)

分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに

納付しない者があるときは、普通地方公共団体の⾧は、期限を指定してこれを督促しなけ

ればならない。

・地方税法第三百三十一条(市町村民税に係る滞納処分)

市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市

町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにそ

の督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団

体の徴収金を完納しないとき。

・国税徴収法第四十七条(差押の要件)

次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えな

ければならない。

一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日

を経過した日までに完納しないとき。

・茅ヶ崎市介護保険条例第8条～第16条

・茅ヶ崎市介護保険規則第20条、附則3～4

等



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

介護認定審査会事務

福祉部 介護保険課

 介護認定審査会では、認定調査員が認定（訪問）調査に基き作成した「認定調査票」及

び調査対象者の主治医が作成した「主治医意見書」のデータを、国が開発したコンピュー

タが判定した「一次判定結果」を原案に、調査対象者の要介護度を決定しています。

 介護認定審査会委員は、市⾧が任命した保健・医療又は福祉の学識経験者で、国の定め

た基準に則り、公平公正な審査判定を行っています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

介護認定審査会資料の作成 事務作業全般

9月
10

月

11

月

介護認定申請受付事務 申請等受付
主治医意見書の作成依頼 通知等発送

介護認定審査会の開催 審議会
介護認定審査の結果通知 通知等発送
介護認定審査会委員研修 研修等
介護認定審査会委員委嘱準備 事務作業全般



あり

・介護保険法 第１４条 （介護認定審査会）

 第３８条第２項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下

「認定審査会」という。)を置く。

・介護保険法 第１５条 （委員）

 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。

２ 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験者を有する者のうちか

ら、市町村⾧（特別区にあっては、区⾧。以下同じ。）が任命する。

・茅ヶ崎市介護保険条例 第５条 （介護認定審査会）

 茅ヶ崎市介護認定審査会の委員の定数は、８４人以内とする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

認定調査事務

福祉部 介護保険課

 要介護（要支援）認定を申請すると、認定調査員が、ご自宅や入院中の病院、入所して

いる施設等を訪問し、調査対象者本人に調査項目を実際に行っていただいたり、本人や介

護者等から日頃の生活の状況等を聴き取る認定調査を実施します。

 茅ヶ崎市では、国の定めた基準に則った公平公正な認定調査を実施しています。

認定調査員が、調査対象者本人の心身の状態や介護者の手間等を確認して作成した「認定

調査票」は、介護認定審査会での審査判定に使用されます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

認定訪問調査 現場調査・訪問
調査委託の発注・支払い 伝票処理・契約事務



あり

・介護保険法  第２７条第２項 （要介護認定）

 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接

させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について

調査させるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に住居を

有するときは、該当調査を他の市町村に嘱託することができる。

・介護保険法  第３２条第２項 （要支援認定）

  第27条第２項及び第3項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険

者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

要介護者に係る保険給付

福祉部 介護保険課

 要介護認定を受けた被保険者本人が、介護サービス事業者から介護サービスの提供を受

けたときに要した介護サービス費用から、被保険者本人が支払った利用者負担（１割、２

割又は３割）を差し引いた９割、８割又は７割の額を、介護サービス事業者に支払いま

す。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

国保連合会委託の保険給付請求支払事務 伝票処理・契約事務



あり

○介護保険法

（介護保険）

第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」とい

う。）に関し、必要な保険給付を行うものとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

要支援者に係る保険給付

福祉部 介護保険課

 要支援認定を受けた被保険者本人が、介護サービス事業者から介護予防サービスの提供

を受けたときに要した介護予防サービス費用から、被保険者本人が支払った利用者負担

（１割、２割又は３割）を差し引いた９割、８割又は７割の額を、介護予防サービス事業

者に支払います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

国保連合会委託の保険給付請求支払事務 伝票処理・契約事務



あり

○介護保険法

（介護保険）

第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」とい

う。）に関し、必要な保険給付を行うものとする。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費の支給

福祉部 介護保険課

 高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費は、介護（予防）サービス利用者の

負担を軽減する制度です。

 要介護又は要支援認定を受けた被保険者本人が、介護（予防）サービスの提供を受けた

際に、介護サービス事業者に支払った自己負担額が法令で定めた上限額を超えた場合、申

請により、その超えた額を「高額介護（介護予防）サービス費」として支給します。世帯

の上限額は、所得区分ごとに設定されています。

 また、医療保険と介護保険における１年間（毎年８月～翌年７月）の自己負担の合算額

が一定の上限額を超えた場合、申請により、その超えた額を「高額医療合算介護（予防）

サービス費」として支給します。世帯の上限額は所得・年齢に応じて設定されています。

1年間の自己負担額を合算したあと、医療保険者・介護保険者双方が、自己負担額の比率

に応じて按分し対象者へ支給します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

決定通知書送付 通知等発送

9月
10

月

11

月

支給申請書送付 申請等受付
審査支払業務 伝票処理・契約事務



あり

〇介護保険法

（高額介護サービス費の支給）

第五十一条 市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを

含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)又は施設サービスに要し

た費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給さ

れた居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地

域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額を控

除して得た額(次条第一項において「介護サービス利用者負担額」という。)が、著しく高

額であるときは、当該要介護被保険者に対し、高額介護サービス費を支給する。

(高額医療合算介護サービス費の支給)

第五十一条の二 市町村は、要介護被保険者の介護サービス利用者負担額(前条第一項の高

額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た

額)及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の

額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得

た額)その他の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八

十号)に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額が、著しく高額であると

きは、当該要介護被保険者に対し、高額医療合算介護サービス費を支給する。 等



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

保険請求に関する審査支払業務

福祉部 介護保険課

 介護サービス事業者からの介護（予防）サービス費の請求に関する事務を実施します。

 審査及び支払に関する実務は、神奈川県国民健康保険団体連合会に委託しています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

審査支払業務 伝票処理・契約事務
委託契約 伝票処理・契約事務



あり

〇介護保険法

(居宅介護サービス費の支給)

第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)

のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府

県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅

サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」とい

う。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費

用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入

所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に要した費用については、食

事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働

省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、居宅介護サービス費を支

給する。ただし、当該居宅要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受け

ている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限り

でない。

２～８ 略

９ 市町村は、指定居宅サービス事業者から居宅介護サービス費の請求があったときは、

第四項各号の厚生労働大臣が定める基準及び第七十四条第二項に規定する指定居宅サービ

スの事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)

に照らして審査した上、支払うものとする。

１０ 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することが

できる。

１１～１２ 略



1 ■
2 ■
3 ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■
7 ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

介護給付費適正化事業

福祉部 介護保険課

 介護給付費の適正な執行には、介護サービス事業者が、居宅サービス計画（ケアプラ

ン）等の作成を適正に行えるようにする必要があります。

 市では、ケアプラン点検等の実施を通じて、介護支援専門員をはじめとする介護サービ

ス事業者の質の向上を図っています。

〇ケアプラン点検

中⾧期的な介護給付費適正化を図るために、市内の居宅介護支援事業所及び地域包括支援

センターが作成したケアプランの点検を実施します。介護保険の趣旨を踏まえ、被保険者

が真に必要とする介護サービスが適切に提供されているか、不適切な請求が行われていな

いか等を検証し、必要に応じて助言や指導を行います。

〇介護給付適正化研修会

市内の居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどを対象に、適切な介護サービスの

提供や請求・給付管理の方法についての研修会を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

①事業所へ結果送付（助言・指導） 通知等発送

9月
10

月

11

月

①事業所へケアプラン点検実施の通知 通知等発送
①ケアプラン点検 事務作業全般

②研修テーマ選定 事務作業全般
②講師依頼 庁外調整・会議
②研修会実施 研修
②研修アンケート集計 事務作業全般



あり

○介護保険法

（地域支援事業）

第百十五条の四十五

１～２ 略

３ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生

労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができ

る。

一 介護給付費等に要する費用の適正化のための事業

二～三 略

４～１０ 略



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

福祉用具・住宅改修支援事業

福祉部 介護保険課

 住宅改修費等の支給制度の活用を希望する要介護（支援）認定者で、居宅介護（介護予

防）支援の提供を受けていない者に対し、当該住宅改修費等の支給の申請に係る必要な書

類（「住宅改修が必要な理由書」）を作成した者に必要な経費を助成します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

住宅改修支援事業助成費決定通知書送付 通知等発送

9月
10

月

11

月

住宅改修支援事業助成費請申請 申請等受付
住宅改修支援事業助成費支払 伝票処理・契約事務



あり

○介護保険法

（地域支援事業）

第百十五条の四十五

１～２略

３ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生

労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができ

る。

一～二

三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者（当該市町村の区域内に所在する住

所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。）の地域における

自立した日常生活の支援のために必要な事業



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■
5 ■
6 ■
7 ■ ■
8 ■ ■
9 ■
10
11
12
13

介護サービス相談員派遣事業

福祉部 介護保険課

 市から委嘱を受けた相談員が介護（予防）サービスの提供場所を訪問し、利用者からの

相談に応じるなかで、より良いサービス提供のために施設やサービス事業者との橋渡し役

となり、介護サービス利用者の疑問や不安等の解消及び介護サービスの質の向上を図りま

す。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

相談員のフォロー、施設との連絡調整 相談・問合せ対応

9月
10

月

11

月

事務局と相談員との連絡会議の実施 庁外調整・会議
謝礼支払い事務 伝票処理・契約事務

スポーツ安全保険加入 事務作業全般
二市一町介護サービス相談員情報交換会 庁外調整・会議
受け入れ施設との意見交換会 庁外調整・会議
相談員通信発行 周知・広報
相談員現任研修 研修
訪問準備、受け入れ施設登録 事務作業全般

あり



〇介護保険法

(地域支援事業)

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被

保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住

所地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章

において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の

防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うた

め、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介

護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。

３ 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び前項各号に掲げる事業のほか、厚生

労働省令で定めるところにより、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができ

る。

一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業

二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業

三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者(当該市町村の区域内に所在する住所

地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の地域における自立

した日常生活の支援のため必要な事業



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■
11
12
13
14
15

地域密着型サービス事業者の指定・指導等に関する事務

福祉部 介護保険課

 事業所からの申請に基づき、地域密着型サービス事業者の指定及び指定更新又は指定事

項の変更についての事務処理を行います。

 また、地域密着型サービス事業者が、地域密着型サービスの提供及び保険給付等の請求

を適切に行えるよう、集団指導及び運営指導を実施するとともに、介護保険制度に関する

情報提供を行います。

 さらに、必要に応じて事業者の監査等を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事業所の休止・廃止等に関する事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

事業所の指定・更新申請受理と指定・更新通知の発送 通知等発送
事業所の指定事項変更届出書・業務管理体制届出書等の受理 事務作業全般

老人福祉法に基づく届出書の受理 事務作業全般
事業所に対する監査・運営指導 現場調査・訪問
事業所に対する集団指導 説明
運営基準等についての質問に対する回答 相談・問合せ対応
事業所開設等に関する補助金受付事務 事務作業全般
運営推進会議への出席 現場調査・訪問
条例・要綱等の整備 事務作業全般



あり

〇介護保険法

（指定地域密着型サービス事業者の指定）

第七十八条の二 第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところによ

り、地域密着型サービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う

事業にあっては、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームのうち、その入

所定員が二十九人以下であって市町村の条例で定める数であるものの開設者)の申請によ

り、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サー

ビス事業を行う事業所(第七十八条の十三第一項及び第七十八条の十四第一項を除き、以下

この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村⾧がその⾧である

市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型サービスに係る指定にあっては、当該市

町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用要介護被

保険者を含む。)に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の

支給について、その効力を有する。

〇介護保険法

（指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定）

第百十五条の十二 第五十四条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところに

より、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サー

ビスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービ

ス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をす

る市町村⾧がその⾧である市町村が行う介護保険の被保険者(特定地域密着型介護予防サー

ビスに係る指定にあっては、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等

をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)に対する地域密着型介護予防サー

ビス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

苦情相談に関する事務（苦情相談窓口）

福祉部 介護保険課

 被保険者等の介護に関する悩みや不安を軽減するため、介護保険制度やサービスに関す

る情報を提供します。

 被保険者等が、介護サービス提供事業者等に苦情・相談をしても改善が見られないとき

や、直接言いづらい場合に相談や苦情申立を受け付けるとともに、相談や苦情申立の内容

について調査を行い、介護サービス提供事業者等に対して、必要な指導・助言を行いま

す。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事業者への指導及び助言（適宜） 相談・問合せ対応

9月
10

月

11

月

相談や苦情の受付（随時） 相談・問合せ対応
苦情内容の確認 相談・問合せ対応



あり

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（苦情処理）

第３６条 指定訪問介護事業者は、提供した指定法も介護に係る利用者及びその家族から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必

要な措置を講じなければならない。

（中略）

３ 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に関し、法第二十三条の規定により市

町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問

若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するととも

に、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。

○指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

（苦情処理）

第２６条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅

サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に

迅速かつ適切に対応しなければならない。

（中略）

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第二十三条の

規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職

員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協

力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

事故報告の徹底と再発防止のための指導

福祉部 介護保険課

 介護（予防）サービスの提供により事故が発生した場合、当該介護（予防）サービス提

供事業者は事故の内容及び再発防止策等を市へ報告するとともに、必要な措置を講じなけ

ればならないとされています。

 市は、利用者（事故の当事者）に対して事実確認等を行うとともに、必要に応じて、当

該介護（予防）サービス事業者への調査及び指導を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

県への事故報告（毎月集計分）の提出 申請等受付

9月
10

月

11

月

事業者からの事故報告（第１報）の聞き取り 申請等受付
事業者からの事故報告書の受領 申請等受付

事業者への再発防止のための指導（適宜） 説明



あり

〇指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第

三十七号）

（事故発生時の対応）

第三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発

生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

２ 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録

しなければならない。

３ 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事発生

した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
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要介護認定調査の適正化の推進事務

福祉部 介護保険課

 要介護（要支援）認定調査の一部は、指定居宅介護支援事業者等への委託により実施す

ることができます。

 市では、市から認定調査を委託された指定居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専

門員（ケアマネジャー）が、委託認定調査員として国の定めた基準に則った公平公正な認

定調査を行うために必要な知識・技能を習得できるよう、神奈川県が主催する研修への受

講調整を行っています。

 また、市主催で、より実務に即した研修会を開催しているほか、委託認定調査員から認

定調査票を受領する際にも、適切な助言及び指導を積極的に行っています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

研修会開催 研修等

9月
10

月

11

月

研修会資料作成 事務作業全般
開催通知 通知等発送

認定調査票確認 研修等



あり

・介護保険法 第２８条第５項

市町村は、前項において準用する前条第２項の調査を第４６条第１項に規定する指定居宅

介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定

める事業者若しくは施設（以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。）

又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

・要介護認定等の実施について（令和３年４月１ 日老発０４０１ 第２０号）（抄）

（４）認定調査員

市町村職員、認定調査について市町村から委託を受けた指定市町村事務受託法人に所属す

る介護支援専門員その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者、指定居宅

介護支援事業者等に所属する介護支援専門員並びに介護支援専門員であって、本職通知

（「認定調査員等研修事業の実施について」（平成20 年６月４日老発第0604001 号）に

より都道府県又は指定都市が実施する認定調査に関する研修（認定調査員研修）を修了し

た者（以下「認定調査員」という。）が、別途老人保健課⾧名で通知する「認定調査票記

入の手引き」に従って、別添２に示す認定調査票を用いて認定調査の対象者（以下「調査

対象者」という。）に関する認定調査を実施する。(認定調査員研修実施要綱)

  ただし、調査対象者に対して３に規定する主治医意見書を記載する医師であって介護支

援専門員である者は、当該調査対象者に対して、当該申請に関する認定調査を行うことは

できない。

・介護支援専門員以外の保健、医療、福祉に関する専門的知識を有する者は、以下の①又

は②のいずれかに該当する者とする。

① 規則第113 条の２第１号又は第２号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が

５年以上である者

② 認定調査に従事した経験が１年以上である者
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介護保険運営基金の適正な管理及び処分

福祉部 介護保険課

 介護保険事業特別会計では、徴収した介護保険料のうち、保険給付等の財源として充当

されなかった額等を、介護保険運営基金へ積み立てています。

基金に積み立てた現金は、金融機関への預金等、確実・有利な方法で管理するほか、急速

に人口の高齢化が進み、保険給付等の支出が増大する状況にあっても、被保険者にとって

急激な負担増とならないよう、計画的な繰入れを行うことで、介護保険料の額を調整する

ために活用しています。

 第９期介護保険事業計画期間中には、介護保険事業の安定した運営を確保するため、３

か年で計１５億円の繰入れを予定しています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

前年度保険料余剰等の積み立て 伝票処理・契約事務
定期預金満期に伴う運用利息の積み立て 伝票処理・契約事務



あり

・茅ヶ崎市介護保険運営基金条例

・平成12年度介護保険の保険者の予算編成について(平成12.1.26 厚生省介護保険制度施行

準備室⾧通知)
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被保険者保険料還付金及び還付加算金

福祉部 介護保険課

 介護保険料の重複納付等があった場合や、納付義務者の死亡・転出等に伴って介護保険

料の額に変更が生じた場合に、過誤納金の還付・充当処理を行い、納付義務者等に通知し

ます。

 過誤納金の還付を行う際には、利息に相当するものとして一定の利率により計算された

還付加算金を過誤納金に加算して支払う場合もあります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

納付義務者等への支払い 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

保険料の還付・充当、還付加算金事務 事務作業全般
納付義務者等への通知 通知等発送



あり

・介護保険法第百三十九条(普通徴収保険料額への繰入)

市町村は、第一号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により

保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、（～（省

略）～）普通徴収の方法によって徴収しなければならない。

２ 特別徴収義務者から当該市町村に納入された第一号被保険者についての保険料額の合

計額が当該第一号被保険者について特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額を超える

場合(特別徴収の方法によって徴収すべき保険料額がない場合を含む。)においては、市町

村は、当該過納又は誤納に係る保険料額(当該過納又は誤納に係る保険料額が当該第一号被

保険者が死亡したことにより生じたものであるときは、当該過納又は誤納に係る保険料額

から厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。次項において

「過誤納額」という。)を当該第一号被保険者に還付しなければならない。

３ 市町村は、前項の規定により過誤納額を還付すべき場合において、当該第一号被保険

者の未納に係る保険料その他この法律の規定による徴収金があるときは、同項の規定にか

かわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該過誤納額をこれに充当することがで

きる。

・介護保険法第二百条(時効)

保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利

及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき

は、時効によって消滅する。

２ 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずる。

・地方税法第十七条の四(還付加算金)

地方団体の⾧は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの規定によ

り還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に従い当該各号に定

める日の翌日から地方団体の⾧が還付のための支出を決定した日又は充当をした日(同日前

に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、当該適することとなつた日)まで

の期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下

「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

・茅ヶ崎市介護保険規則第22条(過誤納)

納付された保険料又は延滞金に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を当該納付義

務者に還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するものとし、又は当

該納付義務者の承諾を得て、その過誤納額を納期の到来していない納付額に充てることが

できる。

2 市⾧は、前項の規定により過誤納額を還付し、又は充当するときは、納付義務者に通

知するものとする。

等
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介護予防・生活支援サービス事業

福祉部 介護保険課

 要支援認定を受けた被保険者が、介護サービス事業者から介護予防・生活支援サービス

の「訪問型サービス」又は「通所型サービス」の提供を受けたときに要した費用から、被

保険者本人が支払った利用者負担（１割、２割又は３割）を差し引いた９割、８割又は７

割の額を、介護予防・生活支援サービス事業者に支給します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

介護予防・生活支援サービス費の支給（負担金） 伝票処理・契約事務



あり

〇介護保険法

(地域支援事業)

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適被保

険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所

地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章に

おいて同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しは悪化の防止

及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、

厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予

防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。

一 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険

者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)

 イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅

において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常

生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)

 ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設におい

て、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上

の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)

 ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介

護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合

に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援

として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」とい

う。)

二 略

２～５ 略
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介護予防ケアマネジメント費の支出

福祉部 介護保険課

 介護予防ケアマネジメントは、要支援者の身体状況や生活環境に応じ、自立した日常生

活を送るために作成したケアプランに沿ったサービスの利用により、要介護状態になるこ

とを予防することを目的としています。

 市は、「介護予防・日常生活支援総合事業」において、要支援者の介護予防ケアマネジ

メントを委託している地域包括支援センター等に、介護予防ケアマネジメントに係る委託

料を支出します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

委託料見積もり合わせ 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

介護予防ケアマネジメント費の支払 伝票処理・契約事務
業務実績報告書の取りまとめ 事務作業全般

第１号介護予防支援事業業務委託契約 伝票処理・契約事務



あり

〇介護保険法

(地域支援事業)

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適被保

険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所

地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章に

おいて同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しは悪化の防止

及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、

厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予

防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。

一 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険

者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)

 イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅

において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常

生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)

 ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設におい

て、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上

の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)

 ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介

護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合

に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援

として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」とい

う。)

二 略

２～５ 略
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高額介護予防・生活支援サービス事業費の支給

福祉部 介護保険課

 高額介護予防・生活支援サービス事業費は、介護予防・生活支援サービス利用者の負担

を軽減する制度です。

 要支援認定を受けた被保険者本人が、介護予防・生活支援サービスの提供を受けた際

に、介護予防・生活支援サービス事業者に支払った自己負担額が法令で定めた上限額を超

えた場合、申請により、その超えた額を「高額介護予防・生活支援サービス事業費」とし

て支給します。世帯の上限額は、所得区分ごとに設定されています。

 また、医療保険と介護保険における１年間（毎年８月～翌年７月）の自己負担の合算額

が一定の上限額を超えた場合、申請により、その超えた額を「高額医療合算介護予防サー

ビス相当事業費」として支給します。世帯の上限額は所得・年齢に応じて設定されていま

す。1年間の自己負担額を合算したあと、医療保険者・介護保険者双方が、自己負担額の

比率に応じて按分し対象者へ支給します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

決定通知書送付 通知等発送

9月
10

月

11

月

支給申請書送付 申請等受付
審査支払業務 伝票処理・契約事務



あり

○介護保険法

(高額介護予防サービス費の支給)

第六十一条 市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当する

サービスを含む。)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に

要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支

給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費

及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額(次条第一項において

「介護予防サービス利用者負担額」という。)が、著しく高額であるときは、当該居宅要支

援被保険者に対し、高額介護予防サービス費を支給する。

(地域支援事業)

第百十五条の四十五 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適被保

険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所

地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章に

おいて同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しは悪化の防止

及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、

厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予

防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。

一 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険

者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)

 イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅

において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常

生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)

 ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設におい

て、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上

の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)

 ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介

護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合

に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援

として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」とい

う。)

二 略

２～５ 略



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■
3 ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

介護予防・生活支援サービス事業費請求に関する審査支払業務

福祉部 介護保険課

 介護予防・生活支援サービス事業者からの介護予防・生活支援サービス費の請求に関す

る事務を実施します。

 審査及び支払に関する実務は、神奈川県国民健康保険団体連合会に委託しています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

委託手数料の承認 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

審査支払業務 伝票処理・契約事務
委託契約 伝票処理・契約事務



あり

〇介護保険法

(指定事業者による第一号事業の実施)

第百十五条の四十五の三 市町村は、第一号事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居

宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村

の⾧が指定する者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る第一号事業を行う事業

所により行われる当該第一号事業を利用した場合において、当該居宅要支援被保険者等に

対し、当該第一号事業に要した費用について、第一号事業支給費を支給することにより行

うことができる。

２～４ 略

５ 市町村は、指定事業者から第一号事業支給費の請求があったときは、厚生労働省令で

定めるところにより審査した上、支払うものとする。

６ 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することがで

きる。

７ 略



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

居宅介護支援事業者の指定・指導等に関する事務

福祉部 介護保険課

 事業所からの申請に基づき、居宅介護支援事業者の指定・指定更新・変更・廃止・休止

及び加算等の届け出の受理に関する事務を実施するほか、指定事業所の監査・指導（集団

指導、運営指導）に関する事務を行います。

 また、介護サービス事業者が、介護サービスの提供及び保険給付等の請求を適切に行え

るよう、集団指導及び運営指導を実施するとともに、介護保険制度に関する情報提供を行

います。

 さらに、必要に応じて事業者の監査等を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事業所の休止・廃止等に関する事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

事業所の指定・更新申請受理と指定・更新通知の発送 通知等発送
事業所の指定事項変更届出書・加算等の届出書の受理 事務作業全般

事業所に対する監査・運営指導 現場調査・訪問
事業所に対する集団指導 説明
運営基準等についての質問に対する回答 相談・問合せ対応
条例・要綱等の整備 事務作業全般



あり

〇介護保険法

(指定居宅介護支援事業者の指定)

第七十九条 第四十六条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護

支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に

「事業所」という。)ごとに行う。

２～３ 略



1 ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

災害時被害状況報告の手引き・避難確保計画

福祉部 介護保険課

○災害時被害状況報告の手引き

 災害が発生した場合、市は初動体制の確立、限られた職員の中での適切な人員配置、被

害情報の収集、避難所の運営、避難者対策等の膨大な作業を迅速に対応することが求めら

れています。

 災害時被害状況報告の手引きは、発災時に介護サービス事業所及び施設が市へ被害状況

を報告することで、市が適切な対応をとれるよう、被害状況を把握することを目的に作成

したものです。

○避難確保計画

 近年では、かつて経験したことのないような大規模な洪水、河川のはん濫等により大規

模な被害が各地において発生しているような現状から、自力避難が困難な方も多く利用さ

れている高齢者施設等においては、浸水や土砂災害に備えた十分な対策をとる必要があり

ます。

 浸水区域または土砂災害計画区域内に所在する場合、施設は浸水・高潮・土砂災害を想

定した避難確保計画を作成し、作成した計画を市へ提出しなければなりません。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

対象施設において避難確保計画を作成・市へ提出 申請等受付

9月
10

月

11

月

災害時被害状況報告に係る被害状況報告訓練 訓練
避難確保計画（水害・土砂災害）の記載内容を確認。適宜修正依頼。 事務作業全般



あり

避難確保計画

〇水防法

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等)

第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を

定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところによ

り、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために

必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したと

きは、遅滞なく、これを市町村⾧に報告しなければならない。これを変更したときも、同

様とする。

○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等)

第八条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定めら

れた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、急傾

斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における当該要配慮者利用施設を利用している

者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成

しなければならない。

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したと

きは、遅滞なく、これを市町村⾧に報告しなければならない。これを変更したときも、同

様とする。


